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ペットボトル（飲料用
のみ） 透明袋 半透明袋ま

た
は

45ℓ以下の

キャップ・ラベルは必
ず取り除いてください。
取り除いたキャップ・
ラベルは「プラスチッ
ク製容器包装」の資源
ごみで出してください。

出すときの注意

出せないもの
⃝…しょうゆ・酒類・調味料・食用油・ドレッシング・洗剤
などのペットボトルで の識別マークがついているが
飲料用でないもの →燃やせるごみで出す。

塩ビボトルに注意！
⃝…ペットボトルと塩ビボトルは同じボトル容器でも混ぜて
リサイクルできません。
　ペットボトルには、 の識別マークがついています。

※スーパーなどが行っている資源回収もご利用ください。

注意事項
天理市では、ペットボトルの品質を高め
るため「飲料用」のみをペットボトルと
して回収します。飲料用以外のペットボ
トルは「燃やせるごみ」または「プラス
チック製容器包装」で出してください。

① キャップ・ラベルを取り除く ② 中身を空にして水洗いをする ③  45ℓ以下の透明または
半透明の袋に入れて出す

※実際にはラベルを取り除いて出してください。


